
 

 

 

 

 

 

 

 

長野県では、昨年に引き続きシンガポールのＥＣサイトに長野県の特設ページを開設します。 

ついては下記のとおり参加事業者を募集しますので、シンガポールでの販路開拓を希望する事業

者の皆様は、ぜひご応募ください。 

 

１ 概要 

２ 申込方法  

募集要領をご確認のうえ、令和５年７月 12 日（水）17 時までに、以下のメールアドレスまで、 

別添の FCP シート(食品の場合)、または商品シート(食品以外の場合)を添付の上、送信して 

ください。 

提出先：yuki@reginaa.com  
(本事業の運営事業者である Reginaa Pte.Ltd.社のメールアドレス) 

３ その他 

・FCP シートでの選定を経た上で、参加事業者を決定するため、参加に至らない場合もあります 

 ので予めご了承ください。 

・越境ECサイト開設に合わせ、同時開催するリアルイベント(10 月 14日(土)開催予定)に、選

定事業者の方で希望があればご参加頂けます。(渡航費・滞在費等は、事業者負担になります。) 

 

 

 

 

対 象 国 シンガポール  

対象 EC サイト 

Reginaa
レ ッ ジ ー ナ

 Pte.Ltd.社が運営する以下のサイト 

運営ＥＣサイト：JPASSPORT
ジ ェ イ パ ス ポ ー ト

 

(https://shop.jpassport.asia/) 

※同社は、シンガポールにおいて日本好きシンガポーリアン約 45 万 

人の会員制オンラインショッピングサイトを運営しています。 

 

参 加 者 負 担 金 無料 ※ただし、国内輸出業者への商品送料等は、参加事業者負担となります。 

対 象 商 品 

食品（農産物含む）、飲料（酒を含む）、雑貨、工芸品 

＊生鮮食品の場合は、プレオーダー(事前予約)で対応可 

＊賞味期限１カ月以上の商品のみを対象とします。 

輸 入 規 制 

シンガポールの食品の輸入規制については、以下のサイトを参考にしてください。 

＜ジェトロ HP:日本からの輸出に関する制度＞ 

https://www.jetro.go.jp/world/asia/sg/foods/exportguide/ 

 

長野県（産業労働部）プレスリリース  令和５年（2023 年）６月 26 日 

令和５年度越境ＥＣ事業（シンガポール） 

シンガポールでの販路開拓事業への参加者を募集します 

（問合せ先） 
産業労働部 営業局 販売流通促進担当 

（担当）山口、清水 
電 話    026-235-7248（直通） 
E-mail  eigyo@pref.nagano.lg.jp 

Nagano Prefecture Global Website  www.nagano-brand.net 

ＥＣサイトページ 


